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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成27年10月29日(2015.10.29)

【公表番号】特表2014-527995(P2014-527995A)
【公表日】平成26年10月23日(2014.10.23)
【年通号数】公開・登録公報2014-058
【出願番号】特願2014-532367(P2014-532367)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｄ 417/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/4439   (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  31/22     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｄ  417/12     ＣＳＰ　
   Ａ６１Ｋ   31/4439   　　　　
   Ａ６１Ｐ   31/22     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年9月4日(2015.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の式
【化１】

で表される結晶性Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メチル－１，３－チアゾール－
２－イル］－Ｎ－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－フェニル］アセトアミドモノ
メタンスルホン酸一水和物であって、
　ここで、Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メチル－１，３－チアゾール－２－イ
ル］－Ｎ－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－フェニル］－アセトアミドモノメタ
ンスルホン酸一水和物粒子は、１～５００μｍの粒径範囲を有し、ｄ（０．１）２～１０
０μｍ、ｄ（０．５）３０～２１０μｍ、およびｄ（０．９）７０～４００μｍ、ならび
に１．０ｍ２／ｇ未満の粒子の比表面積によって定義される粒径分布を有する、
　前記結晶性Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メチル－１，３－チアゾール－２－
イル］－Ｎ－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－フェニル］アセトアミドモノメタ
ンスルホン酸一水和物。
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【請求項２】
　前記Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メチル－１，３－チアゾール－２－イル］
－Ｎ－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－フェニル］－アセトアミドモノメタンス
ルホン酸一水和物粒子は、２μｍ～４００μｍの粒径範囲を有する、請求項１に記載の結
晶性Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メチル－１，３－チアゾール－２－イル］－
Ｎ－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－フェニル］アセトアミドモノメタンスルホ
ン酸一水和物。
【請求項３】
　前記Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メチル－１，３－チアゾール－２－イル］
－Ｎ－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－フェニル］－アセトアミドモノメタンス
ルホン酸一水和物粒子は、ｄ（０．１）１０～７５μｍ、ｄ（０．５）１００～１７５μ
ｍ、ｄ（０．９）２００～３５０μｍによって定義される粒径分布を有する、請求項１又
は請求項２に記載の結晶性Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メチル－１，３－チア
ゾール－２－イル］－Ｎ－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－フェニル］アセトア
ミドモノメタンスルホン酸一水和物。
【請求項４】
　前記Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メチル－１，３－チアゾール－２－イル］
－Ｎ－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－フェニル］－アセトアミドモノメタンス
ルホン酸一水和物粒子は、０．３ｍ２／ｇ未満の粒子の比表面積を有する、請求項１～請
求項３のいずれか一項に記載の結晶性Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メチル－１
，３－チアゾール－２－イル］－Ｎ－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－フェニル
］アセトアミドモノメタンスルホン酸一水和物。
【請求項５】
　アセチルサルチル酸、トリフルリジン、イドクスウリジン、フォスカーネット、シドホ
ビル、ガンシクロビル、アシクロビル、ペンシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロ
ビル、および／またはバルガンシクロビルと組み合わせる、請求項１～請求項４のいずれ
か一項に記載の結晶性Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メチル－１，３－チアゾー
ル－２－イル］－Ｎ－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－フェニル］アセトアミド
モノメタンスルホン酸一水和物。
【請求項６】
　感染症の治療用および／もしくは予防用ならびに／または感染症の伝染の予防用の請求
項１～請求項５のいずれか一項に記載の結晶性Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メ
チル－１，３－チアゾール－２－イル］－Ｎ－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－
フェニル］アセトアミドモノメタンスルホン酸一水和物。
【請求項７】
　前記感染症は、単純ヘルペスウイルスによって引き起こされる感染症である請求項６に
記載の結晶性Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メチル－１，３－チアゾール－２－
イル］－Ｎ－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－フェニル］アセトアミドモノメタ
ンスルホン酸一水和物。
【請求項８】
　Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メチル－１，３－チアゾール－２－イル］－Ｎ
－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－フェニル］アセトアミドモノメタンスルホン
酸一水和物粒子が、少なくとも一つの薬学的に許容可能な担体、賦形剤、溶媒および／ま
たは希釈剤と共に、１～５００μｍの粒径範囲を有し、ｄ（０．１）２～１００μｍ、ｄ
（０．５）３０～２１０μｍ、およびｄ（０．９）７０～４００μｍ、ならびに１．０ｍ
２／ｇ未満の粒子の比表面積によって定義される粒径分布を有する、結晶性Ｎ－［５－（
アミノスルホニル）－４－メチル－１，３－チアゾール－２－イル］－Ｎ－メチル－２－
［４－（２－ピリジニル）フェニル］アセトアミドモノメタンスルホン酸一水和物粒子を
含む医薬組成物。
【請求項９】
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　前記Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メチル－１，３－チアゾール－２－イル］
－Ｎ－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－フェニル］アセトアミドモノメタンスル
ホン酸一水和物粒子は、２μｍ～４００μｍの粒径範囲を有する、請求項８に記載の医薬
組成物。
【請求項１０】
　前記Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メチル－１，３－チアゾール－２－イル］
－Ｎ－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－フェニル］アセトアミドモノメタンスル
ホン酸一水和物粒子は、ｄ（０．１）１０～７５μｍ、ｄ（０．５）１００～１７５μｍ
、ｄ（０．９）２００～３５０μｍによって定義される粒径分布を有する、請求項８また
は請求項９に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　前記Ｎ－［５－（アミノスルホニル）－４－メチル－１，３－チアゾール－２－イル］
－Ｎ－メチル－２－［４－（２－ピリジニル）－フェニル］アセトアミドモノメタンスル
ホン酸一水和物粒子は、０．３ｍ２／ｇ未満の粒子の比表面積を有する、請求項８～請求
項１０のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　アセチルサルチル酸、トリフルリジン、イドクスウリジン、フォスカーネット、シドホ
ビル、ガンシクロビル、アシクロビル、ペンシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロ
ビル、および／またはバルガンシクロビルと組み合わせる、請求項８～請求項１１のいず
れか一項に記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　感染症の治療用および／もしくは予防用ならびに／または感染症の伝染の予防用の請求
項８～請求項１１のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　前記感染症は、単純ヘルペスウイルス感染症である、請求項１３に記載の医薬組成物。
【請求項１５】
　前記医薬組成物を、一日に三度、一日に二度、一日に一度、一週間に三度、一週間に二
度、または一週間に一度投与することができる請求項１３または請求項１４に記載の医薬
組成物。
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